
　拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、当協会の事業運営に格別のご支援ご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。標題につきご連絡致します。

外部リンク ＵＲＬ ⻄尾労働基準協会 (nishio-rouki.com)　

「お知らせ」　　
   ◇

   ◇

◇

　

◇

◇

◇

◇ 【指導課】フリーランス新法周知用リーフ

◇ 個人ばく露測定定着促進補助金リーフレット

◇ 監督署の窓　全国衛生週間説明会資料

◇ 災害統計　●年間比較2022/2023愛知県と西尾市   ●５月単月西尾市

◇  【参考】事故の型・起因物分類コード表

　 西尾労働基準協会ホームページでご確認願います

　　　　●西尾受賞履歴　　●愛知県内　　●全国

会員各位
令和６年７月２日
西尾労働基準協会

７月２日㈫掲載

「講習・セミナー」

「会報」

会報２０２４年７月号　目次のご案内

令和６年度   「厚生労働大臣表彰」受賞会社名簿　デンソー善明製作所受賞

R6年8月　無料労働相談業務　周知月間　QRコード入り

【参加案内開始】西尾第２回化学物質管理者無料フォロー会　　自由参加
　　　～前回のベース＋周辺情報に対し,今回は極力事例中心でご説明～
　　　　　　　実施日　　２０２４年９月２０日㈮　13:30ー17:00
　　　　　　　場所　　　西尾コンベンションホール
　　　　　　　申込方法　添付チラシ内のWEBから申し込みください
　　　　　　　　　　　　行政　又は　愛知労働基準協会どちらでもOK
　　　　　　　定員　　　１２０名　定員になり次第WEBが閉じます
　　　　　　　　　　　　　　　　　満席が予想されるため７月末日までに
　　　　　　　　　　　　　　　　　申し込みください
　　　　　※愛知労働基準協会との協賛でリスクアセスメントセミナーとして実施します
　　　　　　　　また同日に全国衛生週間説明会を行います
　　　　　　  ※内容及び講師は７月２４日名古屋国際会議場で実施される講習会と同じです

【9月講習連絡】9月12,14日 ガス溶接　残席１０
　　　　　　　  ９月    20日  化学物質管理者無料フォロー会  下記参照

【賃金課】「最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています」

【監督課】 令和６年度「働き方改革推進支援助成金｣



　

企業名 所在地
局長

奨励賞
局長

優良賞
大臣

奨励賞

最高峰
大臣

優良賞

株式会社オティックス幡豆 西尾市鳥羽町大谷６４番地１ H27

アイシン高丘株式会社 本社・吉良工場 西尾市吉良町瀬戸長坂１番地 H28

株式会社デンソー　西尾製作所 西尾市下羽角町住崎１番地 H30 　

株式会社デンソー　善明製作所 西尾市善明町一本松１００ H24 H30 R06

アイシン機工株式会社 本社・吉良工場 西尾市吉良町友国池上７０－６ R01

株式会社ニノミヤ 西尾市横手町川東新田１７番地１ R03

旭鉄工株式会社　西尾工場 西尾市寺津町一之割1-1 R04

コクネ製作株式会社 西尾市法光寺町流２０－３ R05

 

西尾管内　受賞会社　過去１０年　２０１５〜２０２３年　H27～R５年)

　　

　

２０２４年度
厚生労働大臣賞 奨励賞 受賞
株式会社デンソー善明製作所

目安
５年

最短
５年

最短
５年

祝



　



 
 

 

 

 

 

 

安 全 衛 生 表 彰 式 

 

 

 

厚生労働大臣表彰受賞紹介・伝達 

・優 良 賞（紹介） 

・奨 励 賞（伝達） 

 

 

 

 

愛知労働局長表彰状授与 

・優 良 賞 

  ・奨 励 賞 

  ・功 績 賞 

  ・安 全 衛 生 推 進 賞 

 

 

 

 

受 賞 者 代 表 謝 辞 

 

 



 

令和６年度 

安全衛⽣に係る優良事業場、団体⼜は功労者に対する 
厚⽣労働⼤⾂・愛知労働局⻑表彰受賞者名簿 

 
 

Ⅰ  厚 ⽣ 労 働 ⼤ ⾂ 賞  
１ 厚⽣労働⼤⾂ 優良賞（１事業場） 

  本賞は、安全衛生に関する水準が特に優秀で他の模範であると認められる事業 

場又は企業に授与されるものです。全国で 7 事業場が受賞されます。 
※※7 月 1 日に LEVEL XXI 東京會舘（東京都千代田区大手町 2-2-2）で執り⾏われる中央表

彰式にて表彰状が授与されます。 

 

￮ 株式会社⼤ 林 組
おおばやしぐみ

 名古屋
な ご や

支店
し て ん

  

社会
しゃかい

医療
いりょう

法人
ほうじん

杏
きょう

嶺 会 ⼀
りょうかいいち

宮⻄
みやにし

病 院
びょういん

増築
ぞうちく

工事
こ う じ

 

 

２ 厚⽣労働⼤⾂ 奨励賞（１事業場） 

本賞は、安全衛生に関する水準が優秀で他の模範であると認められる事業場又は

企業に授与されるものです。全国で 16 事業場が受賞されます。 
※奨励賞は本表彰式にて代理で愛知労働局⻑から表彰状が授与されます。 

 

￮ 株式会社デンソー 善 明
ぜんみょう

製作所
せいさくしょ

 

 

 

Ⅱ 愛知労働局⻑賞 

１ 愛知労働局⻑ 優良賞（１事業場） 

本賞は、地域の中で、安全衛生に関する水準が特に良好で他の模範であると認め

られる事業場又は企業に授与されるものです。 

 

  ￮  株式会社ＪＥＲＡ
じ ぇ ら

 知多
ち た

第二
だ い に

⽕⼒
かりょく

発電所
はつでんしょ

 



 

２ 愛知労働局⻑ 奨励賞（１4 事業場） 

  本賞は、地域の中で、安全衛生に関する水準が良好で改善のための取組みが他の

模範と認められる事業場又は企業に授与されるものです。 

 

￮ 株式会社リバース 

 

￮ 愛知
あ い ち

機械
き か い

工 業
こうぎょう

株式会社 ⼤江
お お え

工 場
こうじょう

 

 

￮ 株式会社トーエネック 本店
ほんてん

別館
べっかん

 

 

￮ カネ美
み

食 品
しょくひん

株式会社 本社
ほんしゃ

 

 

￮ 株式会社メイキコウ 

   

￮ マルヤス工 業
こうぎょう

株式会社 御津
み と

工 場
こうじょう

 

 

￮ ⼤和
だ い わ

化成
か せ い

工 業
こうぎょう

株式会社 

 

￮ アイコクアルファ株式会社 

 

￮ 株式会社アスデックス 

 

￮ 株式会社ＴＤＥＣ
て ぃ ー で っ く

 

 

￮ 東海
とうかい

部品
ぶ ひ ん

工 業
こうぎょう

株式会社 本社
ほんしゃ

工 場
こうじょう

 

 

￮ 株式会社東海
とうかい

理化
り か

電機
で ん き

製作所
せいさくしょ

 本社
ほんしゃ

・本社
ほんしゃ

工 場
こうじょう

 

 

￮ 東
とう

レ株式会社 愛知
あ い ち

工 場
こうじょう

 

 

￮ 豊田
と よ た

化学
か が く

工 業
こうぎょう

株式会社 本社
ほんしゃ

 



 

３ 愛知労働局⻑ 功績賞（２名） 
本賞は、地域の中で、地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指

導的⽴場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な

貢献をした個人に授与されるものです。 
 

￮ 森⻄
もりにし

 洋平
ようへい

 

（愛知労働局 粉じん対策指導委員） 

 

￮ 豊田
と よ だ

 勝
かつ

己
み

 

（建設業労働災害防止協会 愛知県支部 豊橋分会 前分会⻑） 

 

４ 愛知労働局⻑ 安全衛⽣推進賞（２名） 
本賞は、地域の中で、⻑年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体又

は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に授与されるも

のです。 
 

￮ 田島
た じ ま

 真⼀
しんいち

 

（公益社団法人建設荷役⾞両安全技術協会 愛知県支部 事務局⻑） 

 

￮ 前田
ま え だ

 和弘
かずひろ

 

（港湾貨物運送事業労働災害防止協会 東海総支部駐在 安全管理員） 

 



令和６年度「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する 

厚生労働大臣表彰」受賞者名簿 

 

○優良賞（７事業場） 

局名 事業場名 業種 

安全確保（７事業場） 

東京 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 長谷工
は せ こ う

コーポレーション 

（ 仮称
かしょう

） 晴海
は る み

五
ご

丁目
ちょうめ

西地区
に し ち く

第一種
だいいっしゅ

市街地
し が い ち

再開発
さいかいはつ

事業
じぎょう

５ ― ４ 街区
が い く

新築
しんちく

工事
こ う じ

 

総合工事業 

石川 
ＳＷＳ西日本

にしにほん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 宇ノ気
う の け

工場
こうじょう

 

電気機械器具製造業 

静岡 株式
かぶしき

会社
がいしゃ

ニッパ 本社
ほんしゃ

工場
こうじょう

 

輸送用機械器具製造

業 

愛知 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

大林組
おおばやしぐみ

 名古屋
な ご や

支店
し て ん

 

社会
しゃかい

医療
いりょう

法
ほう

人
じん

杏
きょう

嶺
りょう

会
かい

一宮
いちのみや

西
にし

病院
びょういん

増築
ぞうちく

工事
こ う じ

 

総合工事業 

大阪 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

竹中工務店
たけなかこうむてん

 大阪
おおさか

本店
ほんてん

 

（仮称
かしょう

）大阪市
おおさかし

中央区
ちゅうおうく

南本
みなみほん

町
まち

二丁目
にちょうめ

集合
しゅうごう

住宅
じゅうたく

新築
しんちく

工事
こ う じ

 

総合工事業 

兵庫 株式
かぶしき

会社
がいしゃ

竹中工務店
たけなかこうむてん

 神戸
こ う べ

支店
し て ん

 総合工事業 



神戸
こ う べ

須磨
す ま

シーワールド建設
けんせつ

工事
こ う じ

 

島根 
鹿島
か じ ま

建設
けんせつ

・今岡
いまおか

工業
こうぎょう

共同
きょうどう

企業体
きぎょうたい

  

出雲市
い ず も し

新体育館
しんたいいくかん

建設
けんせつ

ＪＶ工事
こ う じ

 

総合工事業 

 

○奨励賞（16事業場） 

局名 事業場名 業種 

安全（16事業場） 

福島 高周波
こうしゅうは

熱錬
ねつれん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 いわき工場
こうじょう

 金属製品製造業 

茨城 大陽日酸東関東株式会社
た い よ う に っ さ ん ひ が し か ん と う か ぶ し き が い し ゃ

 化学工業 

埼玉 
株式
かぶしき

会社
がいしゃ

竹中工務店
たけなかこうむてん

 北関東
きたかんとう

支店
し て ん

 

ＴＳＲＣ大宮
おおみや

建設
けんせつ

工事
こ う じ

 

総合工事業 

東京 
株式
かぶしき

会社
がいしゃ

ジェイテクトファインテック 

羽村
は む ら

工場
こうじょう

 

はん用機械器

具製造業 

東京 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

竹中工務店
たけなかこうむてん

・共立
きょうりつ

建設
けんせつ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

共同
きょうどう

企業体
きぎょうたい

 （仮称
かしょう

）ドコモ代々木
よ よ ぎ

第二
だ い に

ビル新築
しんちく

工事
こ う じ

 

総合工事業 

東京 

大成
たいせい

建設
けんせつ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

東京
とうきょう

支店
し て ん

 （仮称
かしょう

）

東京
とうきょう

国際
こくさい

大学
だいがく

池
いけ

袋
ぶくろ

国際
こくさい

キャンパス新築
しんちく

工事
こ う じ

 

総合工事業 

神奈川 株式
かぶしき

会社
がいしゃ

竹中工務店
たけなかこうむてん

 横浜
よこはま

支店
し て ん

 総合工事業 



アマダグローバルイノベーションセンター

改修
かいしゅう

工事
こ う じ

 

神奈川 
川田
か わ だ

建設
けんせつ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 東京
とうきょう

支店
し て ん

 

（修
しゅう

）上部工
じょうぶこう

補強
ほきょう

工事
こ う じ

３－２１０ 

総合工事業 

神奈川 
大和
だ い わ

ハウス工業
こうぎょう

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 東京
とうきょう

本店
ほんてん

 

（仮称
かしょう

）殿町
とのまち

プロジェクトⅣ
４

新築
しんちく

工事
こ う じ

 

総合工事業 

愛知 株式
かぶしき

会社
がいしゃ

デンソー 善明
ぜんみょう

製作所
せいさくしょ

 
輸送用機械器具

製造業 

三重 日硝
にっしょう

ファイバー株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 
窯業・土石製品

製造業 

大阪 

鹿島
か じ ま

建設
けんせつ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

西日本
にしにほん

高速
こうそく

道路
ど う ろ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

受託
じゅたく

淀川
よどがわ

東高
ひがしこう

架橋
かきょう

（P２-P４鋼
こう

上部工
じょうぶこう

）工事
こ う じ

 

総合工事業 

大阪 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

鴻池組
こうのいけぐみ

 

寝屋川市
ね や が わ し

第四
だいよん

中学校区
ちゅうがっこうく

小 中
しょうちゅう

一貫校
いっかんこう

施設
し せ つ

整備
せ い び

工事
こ う じ

 

総合工事業 

大阪 

大成
たいせい

建設
けんせつ

・村本
むらもと

建設
けんせつ

・中林
なかばやし

建設
けんせつ

共同
きょうどう

企業体
きぎょうたい

 

寝屋川
ね や が わ

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

門真
か ど ま

守口
もりぐち

増補
ぞ う ほ

幹線
かんせん

（第
だい

１

工区
こ う く

）下水管渠
げすいかんきょ

築造
ちくぞう

工事
こ う じ

 

総合工事業 



 

兵庫 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 鴻池組
こうのいけぐみ

 大阪
おおさか

本店
ほんてん

 須磨
す ま

海浜
かいひん

公園
こうえん

再整備
さいせいび

事業
じぎょう

のホテル・駐 車 場
ちゅうしゃじょう

建設
けんせつ

工事
こ う じ

 

 

総合工事業 

宮崎 
 富士
ふ じ

フイルムワコーケミカル株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

宮崎
みやざき

工場
こうじょう

 

化学工業 

 

○功労賞（５人） 

局 名 氏 名 職 名 

本省 城田
し ろ た

 健二郎
けんじろう

 

港湾
こうわん

貨物
か も つ

運送
うんそう

事業
じぎょう

労働
ろうどう

災害
さいがい

防止
ぼ う し

協会
きょうかい

 

常任
じょうにん

理事
り じ

・東
とう

京
きょう

総
そう

支
し

部
ぶ

総
そう

支
し

部
ぶ

長
ちょう

 

本省 辻
つ じ

 裕一
ひろかず

 

東京
とうきょう

電機
で ん き

大学
だいがく

 特定
とくてい

教授
きょうじゅ

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

ボイラ協会
きょうかい

 理事
り じ

 

本省 土肥
ど ひ

 誠太郎
せいたろう

 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

MOANA
モ ア ナ

土肥
ど ひ

産業医
さんぎょうい

事務所
じ む し ょ

 代表
だいひょう

 

学校
がっこう

法人
ほうじん

産業
さんぎょう

医科
い か

大学
だいがく

 産業
さんぎょう

衛生
えいせい

教授
きょうじゅ

 

本省 横田
よ こ た

 文
ふみ

雄
お

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

ボイラ・クレーン安全
あんぜん

協会
きょうかい

 理事
り じ

・副会長
ふくかいちょう

 

本省 渡邉
わたなべ

 健二
け ん じ

 

陸上
りくじょう

貨物
か も つ

運送
うんそう

事業
じぎょう

労働
ろうどう

災害
さいがい

防止
ぼ う し

協会
きょうかい

 

顧問
こ も ん

 



日本
にっぽん

通運
つううん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 相談役
そうだんやく

 

 

○功績賞（21人） 

局 名 氏 名 職 名 

青森 高木
た か ぎ

 伸也
し ん や

 

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

労働者
ろうどうしゃ

健康
けんこう

安全
あんぜん

機構
き こ う

 

青森
あおもり

産業
さんぎょう

保健
ほ け ん

総合
そうごう

支援
し え ん

センター 元
もと

所長
しょちょう

 

山形 藤井
ふ じ い

 聡
さとし

 山形
やまがた

大学
だいがく

 名誉
め い よ

教授
きょうじゅ

 

福島 中村
なかむら

 寿雄
ひ さ お

 

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

労働者
ろうどうしゃ

健康
けんこう

安全
あんぜん

機構
き こ う

  

福島
ふくしま

産業
さんぎょう

保健
ほ け ん

総合
そうごう

支援
し え ん

センター  

産業
さんぎょう

保健
ほ け ん

相談員
そうだんいん

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

コ ン サ

ルタント会
かい

 福島
ふくしま

支部長
しぶちょう

 

埼玉 水谷
みずたに

 元雄
も と お

 一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

埼玉県
さいたまけん

医師会
い し か い

 副会長
ふくかいちょう

 

長野 倉石
くらいし

 和明
かずあき

 

長野県
ながのけん

医師会
い し か い

日医
に ち い

認定
にんてい

産業医
さんぎょうい

研修会
けんしゅうかい

運営
うんえい

小委員会
しょういいんかい

 副委員長
ふくいいんちょう

 

公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

倉石
くらいし

地域
ち い き

振興
しんこう

財団
ざいだん

栗田
く り た

病院
びょういん

 理事長
りじちょう

・院長
いんちょう

 

京都 小泉
こいずみ

 昭夫
あ き お

 公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

京都
きょうと

保健会
ほ け ん か い

 理事
り じ

      



社会
しゃかい

健康
けんこう

医学
い が く

福祉
ふ く し

研究所
けんきゅうしょ

 所長
しょちょう

 

京都 三尾
み お

 直士
た だ し

 

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国立
こくりつ

病院
びょういん

機構
き こ う

八戸
はちのへ

病院
びょういん

     

病
びょう

院長
いんちょう

 

山口 森本
もりもと

 宏
ひろ

志
し

 

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

労働者
ろうどうしゃ

健康
けんこう

安全
あんぜん

機構
き こ う

山口
やまぐち

産業
さんぎょう

保健
ほ け ん

総合
そうごう

支援
し え ん

センター 産業
さんぎょう

保健
ほ け ん

相談員
そうだんいん

（産業
さんぎょう

医学
い が く

・メンタルヘル

ス担当
たんとう

） 

香川 樫村
かしむら

 雅
まさ

典
のり

 

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

労働者
ろうどうしゃ

健康
けんこう

安全
あんぜん

機構
き こ う

 

香川
か が わ

産業
さんぎょう

保健
ほ け ん

総合
そうごう

支援
し え ん

センター 

運営協
うんえいきょう

議会
ぎ か い

委員
い い ん

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

香川県
かがわけん

医師会
い し か い

 常任
じょうにん

理事
り じ

 

福岡 蒲池
か ま ち

 壽
ひさし

 医療
いりょう

法人
ほうじん

壽光会
じゅこうかい

 蒲池
か ま ち

医院
い い ん

 院長
いんちょう

 

本省 猪俣
いのまた

 訓一
のりかず

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

ボイラ・クレーン安全
あんぜん

協会
きょうかい

 理事
り じ

 副会長
ふくかいちょう

 

本省 植田
う え だ

 利
とし

久
ひさ

 

帝京
ていきょう

大学
だいがく

 医療
いりょう

共通
きょうつう

教育
きょういく

研究
けんきゅう

セン

ター 教授
きょうじゅ

 

本省 河合
か わ い

 直樹
な お き

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

コンサ

ルタント会
かい

 理事
り じ

・副会長
ふくかいちょう

 



本省 黒木
く ろ き

 篤
あつし

 

建設業
けんせつぎょう

労働
ろうどう

災害
さいがい

防止
ぼ う し

協会
きょうかい

 

前
ぜん

副会長
ふくかいちょう

 前
ぜん

福岡県
ふくおかけん

支部長
しぶちょう

 

本省 佐藤
さ と う

 順一
じゅんいち

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

建設
けんせつ

荷役
に や く

車両
しゃりょう

安全
あんぜん

技術
ぎじゅつ

協会
きょうかい

 福島県
ふくしまけん

支部長
しぶちょう

 

本省 野口
の ぐ ち

 恭司
きょうじ

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

登録
とうろく

教 習
きょうしゅう

機関
き か ん

協会
きょうかい

 

常務
じょうむ

理事
り じ

 

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

タダノ 教 習
きょうしゅう

センター 代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 

本省 原村
はらむら

 嘉彦
よしひこ

 神奈川
か な が わ

大学
だいがく

 工学部
こうがくぶ

機械工
きかいこう

学科
が く か

 教授
きょうじゅ

 

本省 村川
むらかわ

 勉
つとむ

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

保安
ほ あ ん

用品
ようひん

協会
きょうかい

  

副会長
ふくかいちょう

 

興研
こうけん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 代表
だいひょう

取締役
とりしまりやく

社長
しゃちょう

 

本省 安嶋
やすじま

 稔
みのる

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

クレーン協会
きょうかい

 

理事
り じ

・北陸
ほくりく

支部支
し ぶ し

部長
ぶちょう

 

本省 渡辺
わたなべ

 新吉
しんきち

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

労働
ろうどう

衛生
えいせい

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

 

理事
り じ

 

本省 渡辺
わたなべ

 学
まなぶ

 国立
こくりつ

大学
だいがく

法人
ほうじん

東京
とうきょう

海洋
かいよう

大学
だいがく

 食品
しょくひん



生産
せいさん

科学
か が く

部門
ぶ も ん

 教授
きょうじゅ

 

 

○安全衛生推進賞（７人） 

局 名 氏 名 職 名 

宮城 菅野
か ん の

 吉郎
きちろう

 菅野
か ん の

労働
ろうどう

安全
あんぜん

コンサルタント事務
じ む

所長
しょちょう

 

大阪 石本
いしもと

 敏弘
としひろ

 

飛島
とびしま

建設
けんせつ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 大阪
おおさか

支店
し て ん

（令和５

年５月退職） 

兵庫 森中
もりなか

 秀法
ひでのり

 

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

労働者
ろうどうしゃ

健康
けんこう

安全
あんぜん

機構
き こ う

 

兵庫
ひょうご

産業
さんぎょう

保健
ほ け ん

総合
そうごう

支援
し え ん

センター  

産業
さんぎょう

保健
ほ け ん

相談員
そうだんいん

 

合同
ごうどう

会社
がいしゃ

森中
もりなか

労働
ろうどう

衛生
えいせい

コンサルタント

事務所
じ む し ょ

 代表
だいひょう

社員
しゃいん

 

福岡 髙
たか

木
き

 泰子
や す こ

 大牟田
お お む た

労働
ろうどう

基準
きじゅん

協会
きょうかい

 事務局
じむきょく

事務員
じ む い ん

 

本省 伊藤
い と う

 勝
かつ

啓
ひろ

 

清水
し み ず

建設
けんせつ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 安全
あんぜん

環境
かんきょう

本部
ほ ん ぶ

 

顧問
こ も ん

 

建設業
けんせつぎょう

労働
ろうどう

災害
さいがい

防止
ぼ う し

協会
きょうかい

 東京
とうきょう

支部
し ぶ

 

前
ぜん

副支
ふ く し

部長
ぶちょう

 

本省 小笠原
おがさわら

 佐千
さ ち

雄
お

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

ボイラ・クレーン安全
あんぜん

協会
きょうかい

 宮城
み や ぎ

事務所
じ む し ょ

 検査員
けんさいん

 



本省 佐藤
さ と う

 恭二
きょうじ

 

飛島
とびしま

建設
けんせつ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 安全
あんぜん

環境部
かんきょうぶ

 担当
たんとう

部長
ぶちょう
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毎年8月は"労働基準協会 労働相談業務周知月間"です

愛知県下労働基準協会 『企業の労働１１０番』労働相談室
（企業の労働 何でも110番）

相談専用ダイヤル 企業の労働110番 ☎０５２－９６１－７１１０
メール相談 roudou110@meihokurouki.or.jp
ファックス相談 FAX（052）961-9635 相談事例の閲覧など

来局相談 (一社)名北労働基準協会 １階相談室 ←詳しくはコチラ

名古屋市北区清水1丁目13-1（電話予約要）

平日 月～金 8：30～17：30（土日祝日等除く）

※労働相談は、秘密厳守で企業防衛・繁栄のための対策をアドバイスします。労働者の立場からのご
相談には応じません。愛知県下労働基準協会の会員企業様は、解決まで何度でもご相談ください。協会
に未入会の企業様は、初回(一社)名北労働基準協会にご来局いただいた場合に限り、無料でご相談に応
じます。当協会の管轄外地区の関連・協力企業もご活用が可能です。ぜひともご相談をお勧めください。

【 臨時相談室のご案内 】
専門相談員がお待ちしています

● 豊田会場 ●

豊田商工会議所
【相談室開設日時】

■令和6年8月2日㈮12:30～17:00
(下記講習時間を除く)
「労働法の基礎を分かりやすく
学ぶ無料セミナー」13:30～16:30

● 名古屋会場 ●

【相談室開設日時】
■⑴令和6年8月8日㈭12:30～17:00
名北協会１階相談室(下記講習時間を除く)

「労働実務基礎講習」(参加無料)
13:30～16:30

■⑵令和6年8月23日㈮12:30～17:00
中日ホール＆カンファレンス ルーム3

(下記講習時間を除く)
「10の労働トラブル防止無料セミ
ナー」13:30～16:30

■⑶令和6年8月28日㈬8:30～17:00
名北協会１階相談室(下記講習時間を除く)

「労働実務総合研修」9:30～16:30
(有料講習・相談無料)

※上記いずれの講習も参加受付中
詳しくは、名北労働基準協会ホームページ

もしくは、総合受付(☎052-961-1666)にお問
合せ下さい。

本誌同封の「労働相談室のご案内」「相談ダイヤルシール」をご活用ください。



最低賃金引き上げに伴う
支援を強化しています

最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ
（令和６年４月時点版）

厚生労働省、中小企業庁では、

最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に
賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点
措置が得られます。

業 務 改 善 助 成 金

事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生
産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備
投資等にかかった費用の一部が助成されます。

キャリアアップ助成金

助成金と補助金を組み合わせてご利用頂くことも可能です
賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください

※同一の補助対象（設備等）に対する重複利用は不可

ものづくり補助金、IT導入補助金

賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を
３％以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の
「 賃 金 規 定 等 改 定 コ ー ス 」 が 利 用 で き ま す 。

申請先
問合先

愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課
業務改善助成金コールセンター︓0120-366-440

問合先

問合先

問合先

あいち雇用助成室︓052-688-5758

ものづくり補助金事務局サポートセンター︓050-3821-7013

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター︓0570-666-376



～最低賃金の改定が予定される10月より前に！

活用すると大変有効！業務改善助成金！～

愛知県最低賃金については、昨年10月に過去最大41円の引き上げにより時間額1,027

円となりましたが、今年も大幅な引き上げが予想されています。

業務改善助成金は、事業場内で最も低い時間給（事業場内最低賃金）を一定額以上

引き上げ、生産性向上に資する設備投資等（例：POSレジシステム、食器洗い乾燥機、

リフト付き福祉車両等）を行う場合、その設備投資などに要した費用の一部（最大

600万円）を助成する制度であり、最低賃金の改定が予定される10月より前に活用し

ていただくと大変有効です。

令和6年4月の申請件数は昨年同月に比べて3.5倍となっております。予算の上限に達

すれば、申請期限（令和6年12月27日）前でも申請を締め切る場合がありますので、

本助成金に関心がある事業主の方は、お早めの申請をご検討ください。

お問合せは、業務改善助成金コールセンター（0120-

366-440）へ、交付申請書等の提出は、愛知労働局雇用

環境・均等部企画課（052-857-0313）へ。

●厚生労働省ウェブサイト

「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒ

ント集」）、申請書作成ツールや業務改善助

成金の活用事例集などを掲載しています。

参考ウェブサイト

業務改善助成金 検 索

●最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業に

ついて掲載しているほか、サイト内の「賃金

引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに

向けた取組事例などを紹介しています。

最低賃金特設サイト 検 索

「まずは気軽に

お問合せを！」

対象となる事業者

• 中小企業・小規模事業者であること

• 申請する事業場内で最も低い時間給が、1,027円以上1,077円以下であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

支援内容

設備投資などに要する費用に助成率を乗じた金額を、助成上限額の範囲内で支給します。

（例）20万円のPOSレジシステムを購入した場合 支給額：20万円×3/4＝15万円

タスケくん



2024年４月から時間外労働の上限規制が適用された、建設業、トラック・バ

ス・タクシードライバー、医師について、業界別の取組や国民の方に理解を深め

ていただけるようなコンテンツを掲載しています。

愛知労働局・県下労働基準監督署

はたらきかたススメ ←是非ご覧ください！→

「はたらきかたススメ」特設サイトをご覧ください！

働き方改革をすすめるために。。。

・荷待ち時間を削減し、トラックドライバーが決められた時間内で配送
を行えるようにする

・宅配ボックスなどを活用した置き配を利用する
・ＰＡやＳＡの駐車のルールを守る
・著しく短い工期を前提とした工事依頼は控える など

わたしたちにできることがあります！



令和６年度「働き方改革推進支援助成金｣
業種別課題対応コースのご案内

令和６年４月１日に、建設業、自動車運転の業務、医業に従事する医師にも、時間外労働の上限
規制が適用されました。このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減など環境整備に取り
組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

ご利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの労働
局雇用環境・均等部（室）に提出
（締切：11月29日（金））

交付決定後、提出した計画に沿って
取組を実施
（事業実施は、令和７年１月31 日
（金）まで）

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終了した

日から起算して30日後の日または令和７年２

月７日（金）のいずれか早い日となります。

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

労働時間の削減や勤務間インターバル制度の導入など成果目標の達成状況に応じて取組の実施に
要した経費の一部を最大1000万円（業種による）まで助成します。

運行に伴う事務作業を効率化し、
労働時間を削減したい！

デジタル式運行記録計を導入

運転日報や出勤簿の作成が自
動化されたことにより、労働
時間が削減された。

課題別にみる助成金の活用事例（建設業、運送業の場合）

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

積算業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

土木工事積算システムを導入

過去の類似工事との比較が容
易になり、より短時間で適正
な積算値を算出できるように
なった。

改善の

結果

助成金

による

取組

企業の

課題

助成内容について詳しくは、下記にお尋ねください。

愛知労働局 雇用環境・均等部 企画課（助成金担当）まで
問合せ先：０５２－８５７－０３１３

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-portal.go.jp/）

【建設業の事例】 【運送業の事例】

https://www.jgrants-portal.go.jp/


事業主の皆さまへ

愛知労働局雇用環境・均等部指導課

①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

・柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
・所定外労働の制限（残業免除）の対象の拡大
・育児のためのテレワークの導入の努力義務化
・子の看護休暇の見直し
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

②育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推
進・強化

・従業員数300人超の企業に育児休業等の取得の状況を公表の義務化
・次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
・一般事業主行動計画策定時における育児休業取得等に関する状況
把握・数値目標設定の義務化

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法が
改正されました！

③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の
措置の義務化

詳細はこちらから☞

お問い合わせ先 愛知労働局 雇用環境・均等部指導課
TEL ０５２－８５７－０３１２

令和7年4月から段階的に施行



フリーランスの取引に関する

新しい法律が11月にスタート！
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が

2024年11月１日に施行されます。

法律の目的

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、

①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化 と

②フリーランスの方の就業環境の整備

を図ることを目的としています。

法律の適用対象

発注事業者からフリーランスへの「業務委託」（事業者間取引）

フリーランス 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの

発注事業者 フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

※ 一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も

含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。

例：フリーランスとして働くカメラマンの場合

⚫ この法律上は、フリーランスは「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」 「業務委託事業者」とされて

いますが、このリーフレットでは伝わりやすさを優先し、それぞれ「フリーランス」、「発注事業者」と表現しています。

⚫ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含みません。具体的には、「週労働20時間以上かつ31日以

上の雇用が見込まれる者」が「従業員」にあたります。

⚫ 特定の事業者との関係で従業員として雇用されている個人が、副業で行う事業について、事業者として他の事業者から業

務委託を受けている場合には、この法律における「フリーランス」にあたります。

⚫ なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準

法等の労働関係法令が適用されます。

企業

(従業員を使用)

フリーランス
(従業員を使用していない)

この法律の対象

消費者

消費者・企業

(不特定多数)

この法律の対象外

企業が宣材写真の

撮影を委託

（事業者からの委託）

消費者が家族写真の撮影を委託

（事業者ではなく消費者からの委託）

自作の写真集をネットで販売

（委託ではなく売買）



⚫ 発注事業者の義務の具体的な内容などは、政省令・告示などで定めております。詳細な法律等の内容や最新の情報につい

ては、関係省庁のホームページをご覧ください。

⚫ 項目①～③については、公正取引委員会・中小企業庁、

項目④～⑦については、厚生労働省（都道府県労働局）

までお問合せください。

法律の内容

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省

発注事業者 フリーランス

• 業務委託の相手方である事業者

• 従業員を使用していない

◼ フリーランスに業務委託をする事業者

◼ 従業員を使用していない

※フリーランスに業務委託するフリーランスも含まれます。

◼ フリーランスに業務委託をする事業者

◼ 従業員を使用している

◼ フリーランスに業務委託をする事業者

◼ 従業員を使用している

◼ 一定の期間以上行う業務委託である

※「一定の期間」は、③は１か月、⑤⑦は６か月です。
契約の更新により「一定の期間」以上継続して行う
こととなる業務委託も含みます。

①、②、④、⑥

①、②、③、④、
⑤、⑥、⑦

義務項目

義 務 項 目 具 体 的 な 内 容

①
書面等による取引条件

の明示

業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること

「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をし

た日」「給付を受領／役務提供を受ける日」「給付を受領／役務提供を受ける場所」「（検査を

行う場合）検査完了日」「（現金以外の方法で支払う場合）報酬の支払方法に関する必要事項」

②
報酬支払期日の設定・

期日内の支払

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期

日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③ 禁止行為

フリーランスに対し、１か月以上の業務委託をした場合、次の７つの行為をしてはな

らないこと

●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制

●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し

④ 募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、

• 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと

• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤
育児介護等と業務の

両立に対する配慮

６か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できる

よう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

（例）
・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げた

い」との申出に対し、納期を変更すること

・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務を
オンラインに切り替えられるよう調整すること など

※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由につい
て説明することが必要。

⑥
ハラスメント対策に

係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、

適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦
中途解除等の

事前予告・理由開示

６か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、

・原則として30日前までに予告しなければならないこと

・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理
由の開示を行わなければならないこと

内閣官房

①

令和６年６月改訂 リーフレットNo.13



個人ばく露測定定着促進補助金のご案内

※1 労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

（３）リスクアセスメント対象物（労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施が義務づけら

れている有害物質）を製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の個人ばく露測定を行う中小企業事業

主（ただし、①法令で義務付けられた作業環境測定を実施し、第３管理区分が改善困難な場合に実施

する個人ばく露測定、②金属アーク溶接等作業における個人ばく露測定、を除く）

補助を受けることができる事業主

上限額

５万円

補助対象

作業環境測定機関に委託する個人ばく露測定及び分析等に要する経費

補助の概要

（公社）全国労働衛生団体連合会（全衛連）厚生労働省

補助の対象となる経費及び補助金の算定方法等

令和６年４月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が全て施行となり、リスクアセスメント対象物
を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をでき
る限り低減すること等が義務となりました。このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保
護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定
着促進補助金」が交付されます。ぜひご活用ください。

次の（１）～（３）すべてに該当する事業主が対象です。

（１）労働者災害補償保険の適用事業主
（２）次のいずれかに該当する中小事業主

1．補助の対象とな る経費 2．補助基準額 3．補助金の算定方法

１欄に掲げる補助対象経費（最大２名
分）と２欄に掲げる基準額とを比較し
て少ない方の額の2分の1を交付額と
する。なお、申請できるリスクアセス
メント対象物取扱等従事労働者は
1作業場当たり最大２名分。また、
複数の作業場に係る申請があった場
合、同一申請者当たりの交付金額の合
計は5万円を上限とする。

個人ばく露測定及び
分析等1名当たり
5万円

次に掲げる個人ばく露測定及び分析等に要す
る経費（消費税は除く）

①リスクアセスメント対象物取扱等作業中のデ
ザイン及びサンプリング
②採取された試料の吸光光度分析法、原子吸光
分析等の方法又はこれと同等以上の性能を有す
る分析方法による分析
③作業環境測定士派遣料

業 種 常時雇用する
労働者数※1

資本金または出資
の総額※1

小売業 小売業 50人以下 5,000万円以下

サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、複
合サービス（例：協同組合）など

100人以下 5,000万円以下

卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下

その他の業種 農・林・漁業、製造業、建設業、
運輸業など

300人以下 3億円以下



この補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の対象のため、厳格な運用が求められる制度です 。
補助金の交付要綱、実施要領、交付規程、その他の規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。

注意

全衛連（補助金交付事務代行事業者）

申請書類等の入手 http://www.zeneiren.or.jp

申請書提出先

電子申請アドレス

相談等

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル5階

hojyokin@zeneiren.or.jp

℡ 03-6453-9969 (平日 午前10時～午後5時)

・作業環境測定機関に相談の上で測定費用の見積書

を作成してもらってください。

・補助金交付申請書を全衛連ホームページか

らダウンロードし必要な添付書類を作成し、申請してください。

・交付決定通知書（不交付決定通知書）を発送します。

・交付決定通知書が届いた後、作業環境測定機関に正式発注し、測定を

実施してもらってください。

※決定通知前に実施した場合の費用は補助対象となりません。 

・測定実績報告及び補助金請求書を全衛連ホームページからダウンロー
ドし 、必要な書類を添付し申請してください。必要書類は令和7年2月

28日（金）までに申請書提出先に到着するようご提出ください。 この期日を
過ぎて到着したものには補助金をお支払いできません。 

・指定の口座に補助金が振り込まれます。

個人ばく露測定費用の

見積

募集期間内に

郵送等により申請

交付決定

（不交付決定）

測定の発注・測定実施

測定実績報告及び補助金

請求書を提出

補助金の交付

申請手続きの流れ

＊全衛連ホームページから指定様式をダウンロードし必要な書類を作成し、補助金請求をしてください。
個人ばく露測定定着促進補助金実績報告及び請求書（様式4）
＜添付書類＞

1. 個人ばく露測定結果報告書（写：作業環境測定機関作成）
2. 請求書（写）
3. 領収書（写）または 振込明細書（写）

測定報告及び補助金請求に必要な書類

＊全衛連ホームページから指定様式をダウンロードし必要な書類を作成し、申請をしてください。
個人ばく露測定定着促進補助金交付申請書（様式1）
＜添付書類＞

1. 事業場概要（別紙1）
2. 確認書（別紙2）
3. 個人ばく露測定に要する費用見積書（写：作業環境測定機関作成）

★内容に不明な点がある場合は、確認のための追加資料を求める場合があります。

本補助金は、測定前に申請等が必要です交付申請に必要な書類

第2期公募 令和6年9月1日～10月15日（必着） 補助金の予定額 1,000万円

・第1期公募予定額に残が生じた場合、第2期公募予定額に上積みされます。

補助金公募期間
令和6年6月1日～7月31日（必着） 補助金の予定額 9,000万円第1期公募

申請窓口・相談窓口



令和6年度 第９7回

全国安全週間

岡崎労働基準監督署西尾支署

高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場



1. 令和6年度全国安全週間の実施について

2. 労働災害発生状況

3. 第14次労働災害防止推進計画

4. 安全経営あいち®

5. 規則等の改正について
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１ 令和6年度全国安全週間の実施について



令和6年度 全国安全週間 実施要綱

① 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者
の意思の統一及び安全意識の高揚

② 安全パトロールによる職場の総点検の実施
③ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布

等の他、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信
④ 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実

施による家族への協力の呼びかけ
⑤ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
⑥ 「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい

行事の実施

期 間

全国安全週間
及び

準 備 期 間 中
に実施する事項

7月1日～7月7日（準備期間 6月1日～6月30日）

スローガン 危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全



10 実施者の実施事項 各事業場では、以下の事項を継続的に実施する。
(1) 安全衛生活動の推進

① 安全衛生管理体制の確立
② 安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
③ 自主的な安全衛生活動の促進
④ リスクアセスメントの実施
⑤ その他の取組

(2) 業種の特性に応じた労働災害防止対策
① 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策
② 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

(3) 業種横断的な労働災害防止対策
① 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策
② 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策
③ 交通労働災害防止対策
④ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ︕熱中症 クールワークキャンペーン）
⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる場合の対策

令和6年度 全国安全週間実施要綱－継続的に実施する事項－



厚生労働省は労働災害防止団体などと
連携し、５月から９月まで、「STOP
︕熱中症 クールワークキャンペーン
」を実施します。愛知労働局は、これ
に合わせパンフレット「熱中症を防ご
う︕」を作成し、熱中症予防の知識や
取り組むべき事項の周知を図っていま
す。

熱中症を防ごう︕ STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン

令和５年、愛知労働局管内では、60件
の熱中症が発生しました。熱中症の発
生はＷＢＧＴ（暑さ指数）と明確に関
連しており、予防についても一定の科
学的アプローチが可能です。

※パンフレットでは59件とありますが、正しくは
60件です



労働災害発生状況２



 愛知労働局の労働災害発生状況（新型コロナ含む）
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 愛知労働局の労働災害発生状況（新型コロナ除く）
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 愛知労働局の死亡災害発生状況（新型コロナ除く）
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 愛知労働局の労働災害発生状況
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 愛知労働局の労働災害発生状況（外国人労働者）
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 愛知労働局の労働災害発生状況（外国人労働者）
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労働災害のうち外国人労働者の占める割合の推移
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第14次労働災害防止推進計画３



労働災害防止推進計画

 キャッチフレーズ

第13次
労 働 災 害 防 止
推 進 計 画
（2018～2022年度）

第14次
労 働 災 害 防 止
推 進 計 画
（2023～2027年度）

自律的でポジティブな安全衛生管理を促
進し、働く人々の安全・健康確保を通
じ、
企業、社会のウェルビーイングを実現す
る。 重点事項
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いままでの管理手法

事業

職人

匠

 熟練者
 有能な技能者

 外国人、派遣労働者など
 今までの管理手法では限界

人材不足
働き方の多様化

多様な人材を活かす・作業管理の必要性

事業活動の中心



現場主体の「管理活動」から、事業者による「管理」へ

 単一民族の日本人労働者。終身
雇用で知識・経験を豊富に蓄
積。

 労働者の高い知見を頼りにし
た、
日本独自の現場管理活動。

現場主体の「管理活動」

安全安全

ボトムアップ型

事業者による「管理」

管理

 外国人労働者、派遣労働者の割合
が増加。終身雇用の減少。

 労働者の知見に頼る方法は限界
に。事業者による管理へ。

トップダウン型
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リスクアセスメントによる調査プロセスの一体化

 リスクアセスメントは、現場の実態把握のツール。
 生産性管理、品質管理、環境管理などの調査プロセスと一体化可能。

報告書

 決められた作業
・ ━━━━━━━
・ ━━━━━━━
・ ━━━━━━━

 決められた作業以外
の作業
・不具合の処理 A
・不具合の処理 B

 不具合の数だけ作業がある

 管理すべき事項

 労働災害発生のリスク
 生産性低下のリスク
 不良発生のリスク
 環境負荷が高まるリスク

≒
≒
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ＰＱＣＤＳＭＥは、モノづくりやサービス提供の７つの視点

Productivity＝生産性
インプットに対しアウトプットをできるだけ多く

Quality＝品質
ねらい通りの品質の製品・サービスを提供

Cost＝コスト・経済性
ムダを減らし低コストで製品・サービスを提供

Delivery＝納期・生産量
必要な時に必要な量の製品・サービスを提供

Safety＝安全性
労働者の負荷軽減・災害がなく安全に作業を

Morale＝モラール
人の能力が開発・向上され、働きがいを持てる

Environment＝環境
環境に負荷を掛けない生産プロセス、サービス提供

 どの視点も欠かすことはできない。
 どれかひとつだけを重視することもできない。

 安全も視点の１つ 安全を欠かすことはできない。
安全だけを別に取り扱えない。

19



企業価値の向上

リスクアセスメントは、複数の経営課題を同時に高
める機序となり、企業価値向上を図るための戦略的
手法とすることができる。

リスクアセスメントは現場の実態把握をそのプロセ
スに含める。

現場の実態把握は、他の経営課題と一体的に捉える
ことが可能。

20



４



安全経営あいち推進の取組

・+safe協議会

・安全経営あいち推進大会

・安全経営あいち賛同事業場制度



+Safe協議会

第三次産業と「安全経営あいち®」の理念を継続的に！

・小売業

・飲食店

・社会福祉施設



・小売業

小売業における休業4日以上の労働
災害件数は「転倒災害」が最も多い
（令和5年は891人中300人が転倒災
害による休業）

作業把握を行った上で整理・整頓
の標準化を定める等による対策

災害防止の取り組みについて
企業様からの事例紹介



・飲食業

小売業における休業4日以上の労働災
害件数は「転倒災害」が最も多い
（令和5年は418人中134人が転倒災害
による休業）

・「４S・５定管理」の取組状況
・現場の作業把握

上記2点の情報交換と事例紹介



・社会福祉施設
社会福祉施設における休業4日以上

の労働災害件数は「転倒災害」と「動
作の反動、無理な動作」の２つが
60％以上を占めている。

（令和5年は634人中399人）

腰痛災害を防止するため
・介助業務の機械化
・現場の作業把握



安全経営あいち推進大会

・安全経営あいちの説明

・企業様の好事例を演劇で実演

・パネルディスカッションでの説明



安全経営あいち賛同事業場制度

「安全経営あいち®」に賛同いただける事業場

監督署あて
申請書を提出してください。

 「登録証」をお渡しします。

 「安全経営あいち®」のロゴマーク
を使用できるようになります。

 愛知労働局HP内「賛同事業場一覧」
に掲載します。（承諾いただいた場合）

 「安全経営」に取り組む姿勢と、その基礎となるリスクアセスメントに積極的に取り組む姿
勢を、同時に事業場内外に示し、企業価値向上の一助としていただけます。

申請書のダウンロードは、愛知労働局ホームページへ

申請の主な要件
・愛知県内の事業場であること
・監督署のリスクアセスメント集団指導などに出

席していること



イベントのご案内
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日 時 2024年7月4日（木）12︓00～16︓00予定

会 場 岡谷鋼機名古屋公会堂１階
名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号

参 加 費 無料

内 容 「運ぶ」をテーマに、様々な改善事例を紹介します。

主 催 ・ 共 催
主催︓愛知労働基準協会
共催︓

日 時 2025年1月27日（月）13︓30～16︓00

会 場 日本特殊陶業市民会館フォレストホール
名古屋市中区金山一丁目５番１号

参 加 費 無料

内 容
（ 予 定 ）

・企業価値向上への取組紹介
・トークセッション
・会場参加型企画 など

主 催 愛知労働局

■愛知労働局ホームページにて、詳細をお伝えしています。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/
igyosyu_forum2024_00005.html

■愛知労働局ホームページにて、詳細をお伝えしています。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/
anzenkeiei_forum2024_00003.html

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/


リスクアセスメント出前講座

 愛知労働局及び管下労働基準監督署では、管内事業場へのリスクアセ
スメント等の普及促進を図るため、「リスクアセスメント出前講座」
を行います。

様式ダウンロード・WEB申込み等は、愛知労働局ホームページへ

30

● 集団受講︓９０分程度の講座です。会場、マイク、プロジェクター、スクリー
ン等をご準備いただき、講師が出向いて説明を行います。

● ＷＥＢ版︓お申込みいただいた事業場に、専用サイトのＵＲＬ通知します。
YouTubeで説明動画をご覧いただけます。



垣根のない安全衛生行政へ



規則等の改正について５



足場に係る規則改正等
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改正労働安全衛生規則について

２ 足場の点検を行う際、点検者を指名することを義務付け

本足場を使用するために十分幅がある場所（幅が１メートル以上の場所）においては、
本足場の使用を義務付けるもの。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その
他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでは
ないこととするもの。

１ 一側足場の使用範囲を明確化

事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるようにするため、点検者をあらかじ
め指名することを義務付けるもの。

施行期日︓１については令和６年４月１日、２及び３については令和５年10月１日

３ 足場の完成後等の足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加
事業者又は注文者が悪天候若しくは地震又は足場の組立て、変更等の後の足場の点検を

行ったときに記録及び保存すべき事項に、当該点検者の氏名を追加するもの。

一側足場の例 本足場の例 （（一社）仮設工業会より提供）（（一社）仮設工業会より提供）

（※）令和元年～３年に発生した足場からの墜落・転落によ
る死亡災害56件のうち、８件が一側足場からのもの。
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一側足場の使用範囲の明確化について

足場を設ける床面において、当該足
場を使用する建築物等の外面を起点
としたはり間方向の水平距離が１
メートル。

１ 「幅が１メートル以上の箇所」について

足場設置のため確保した幅が１
メートル以上の箇所について、そ
の一部が公道にかかる場合、使用
許可が得られない場合等は、「幅
が１メートルの箇所」に含まれな
い。

基 本 的 な 考 え 方

例 外 に つ い て

足場の使用に当たっては、可能な限
り「幅が１メートルの箇所」を確保
すべきもの。

事 業 者 が 行 う べ き こ と

注︓図はイメージ。分かりやすくするため
足場等は簡略化して図示しています。
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一側足場の使用範囲の明確化について

足場を設ける床面において、はり間方向の水平距離が１メートル以上の場合においても、本足場を使用することが
困難な場合のこと。

２ 「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用する
ことが困難なとき」について

具 体 例

ア 足場を設ける箇所の全部又は一部に撤去が困難な障害物があり、建地を２本設置することが困難なとき。
イ 建築物等の外面の形状が複雑で、１メートル未満ごとに隅角部を設ける必要があるとき。
ウ 屋根等に足場を設けるとき等、足場を設ける床面に著しい傾斜、凹凸等があり、建地を２本設置することが困難

なとき。
エ 本足場を使用することにより建築物等と足場の作業床との間隔が広くなり、墜落・転落のリスクが高まるとき。

３ その他

○ 足場を設ける箇所の一部に撤去が困難な障害物があるとき等において、建地の一部を１本とする場合は、足場の
動揺や倒壊等を防止するのに十分な強度を有する構造とすること。

○ 建築物と足場の作業床との間隔が30センチメートル以内とすることが望ましいこと。

注︓図はイメージ。分かりやすくするため足場等は簡略化して図示しています。
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足場の点検時の点検者の指名の義務付け及び
足場の点検後に記録すべき事項に点検者の氏名の追加について

○ 点検者の指名の方法は、書面で伝達する方法のほか、朝礼等に際し口頭で伝達する方法、メール、電話で伝達す
る方法、あらかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達する方法等が含まれること。なお、点検者の指名は、
点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができる方法で行うこと。

○ 安衛則第567条第２項及び第655条第１項第２号に規定する点検者（＝組立て等後の点検の点検者）について
は、足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講した者等、一定の能力を
有する者（※）が望ましいこと。

○ 足場の点検に当たっては、「足場等の種類別点検チェックリスト」（推進要綱別添）を活用することが望ましい
こと。

（※）組立て等後点検の点検者として指名することが望ましい者（推進要綱別添参照）
・足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立等作業主任者能力向上教育を受講している者
・労働安全コンサルタント（試験の区分が土木又は建築である者）等安衛法第88条に基づく足場の設置等の届出に係

る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者
・全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」を受けた者
・建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者

○ 組立て等後点検後に記録及び保存すべき事項に、点検者の氏名を追加したこと。
なお、記録すべき点検者の氏名は、安衛則第567条第２項及び第655条第１項第２
号の規定により指名した者のものとすること。

○ 足場の点検後の記録及び保存に当たっては、「足場等の種類別点検チェックリス
ト」を活用することが望ましいこと。

足 場 の 点 検 時 の 点 検 者 の 指 名 の 義 務 付 け に つ い て

足 場 の 点 検 後 に 記 録 す べ き 事 項 に 点 検 者 の 氏 名 の 追 加 に つ い て

足場の種類別点検チェックリスト



貨物自動車における
荷役作業時にかかる規則改正等
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労働安全衛生規則改正内容について

３ 運転者が運転位置から離れるときの措置の適用除外

荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害
のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作
業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59 条第３項の安全又は衛生のための特別
の教育が必要な業務として、テールゲートリフターの操作の業務（荷役作業を伴うものに限
る。）を規定するもの。

２ テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育を義務化

テールゲートリフターの操作においては、原動機を動かさなければテールゲートリフター
が動かない構造のものも存在することから、運転席とテールゲートリフターの操作位置が異
なる場合においては、逸走防止措置を引き続き義務付けるが、原動機の停止義務については
適用除外とすること等とするもの。

施行/適用期日︓令和５年10月１日（２の特別教育の義務化については令和６年２月１日）

１ 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大
現行、最大積載量５トン以上の貨物自動車について、昇降設備の設置義務

及び荷役作業を行う労働者に保護帽を着用させる義務が規定されているとこ
ろ、それらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量５トン以上の貨物
自動車から、２トン以上のものに拡大するもの。

昇降設備の例



40

１．昇降設備の設置（安衛則第151条の67関係）（令和5年10月1日施行）

昇降設備を
設置・使用

 ２ｔ以上の貨物自動車の

 その他1.5mを超える昇降全般

 1.5ｍを超える
はいの上への昇降

1.5m

R5.10.1.改正

荷台
荷の上面 への昇降
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２．保護帽の着用（安衛則第151条の74関係）（令和5年10月1日施行）

 ５ｔ以上

  2m以上のはいの上
における作業

or

ガイドライン 第２の2 荷役作業における労働災害防止措置 (1) ウ、(2)ア⑤

墜落・転落の危険のある作業
保護帽を着用

墜落時保護用

荷役作業の
作業環境、作業内容に配慮 保護帽

 上記以外の貨物自動車で
テールゲートリフターを使用して荷を降ろす作業

R5.10.1.
改正

R5.10.1.
改正

で５ｔ未満
２ｔ以上

貨物自動車の
荷の積み卸しの作業あおり無し

開閉できる
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３．特別教育（安衛則第36条第５号の４関係）①（令和6年2月1日施行）

特別教育の受講者が操作を行うこと

科目（テールゲートリフター＝TGL） 時間数

下記以外の者
学科教育

TGLに関する知識 1.5H
TGLによる作業に関する知識 2H

関係法令 0.5H
実技教育 TGLの操作の方法 2H以上

R6.2.1.時点で6か月
以上従事歴のある者

学科教育 TGLに関する知識 45M
実技教育 TGLの操作の方法 1H
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４．運転位置から離れる場合の措置（安衛則第151条の11関係）（令和5年10
月1日施行）

（運転位置から離れる場合の措置）

第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるとき

は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転

位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であ

つて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又

は運転しようとしている場合は、この限りでない。

一 フォーク、ショベル等の荷役装置（テールゲートリフターを除く。）を最低降下位置

に置くこと。

二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の

車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。

２ （略）

３ 事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持する

ためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置を講じさせな

ければならない。

４ 貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなけ

ればならない。

【改正後の労働安全衛生規則（抜粋）】※赤字が改正部分



44

５．その他（荷役ガイドラインの改正）

○テールゲートリフター
 テールゲートリフターの操作は特別教育を受講した者に行わせること
 作業開始前及び定期に点検すること
 いわゆるU字型ロールボックスパレットの積載については、逸走防止措置を

確実に講ずること。
 床下格納式テールゲートリフターは、側部ストッパーに隙間が生じるため、

当該隙間から車輪が脱輪しないよう、注意しつつ積載すること。

【U字型ロールボックスパレット】

折りたたんで収納する際、ショッピング

カートのごとく収納できるよう、前部のキャ

スターの間隔が後部のキャスターの間隔

よりも短くなっている

ロールボックスパレット等による労働災害防止対策
 ロールボックスパレット等を移動させないときは必ずキャスターストッ

パーを使用すること。キャスターストッパーが備わっていない場合は、歯
止め等適切な逸走防止措置を講ずること。

 不具合があった場合は、所有者又は荷主に報告し、対応を協議すること。
 最大積載重量を遵守するとともに、偏加重が生じないようにすること。

○荷主等が講ずべき措置
 荷主等がロールボックスパレット等に荷を積載する場合は、最大積載重量を遵守する

とともに、偏加重が生じないようにすること。
 自身が所有するロールボックスパレットについて、最大積載荷重を表示するととも

に、定期的に不具合の有無を点検し、不具合があった場合は、補修するまでの間使用
してはならないこと。

【床下格納式テールゲートリフター】

床下に格納できるよう
テーブルが折りたたみ
式になっている



新たな化学物質管理等について



従来の化学物質規制の仕組み（個別具体的規制を中心とする規制）
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GHS分類で危険性・有害性に該当しない物質

GHS分類で
危険性・有害性がある物質

許容濃度又は
ばく露限界値が示されている

危険・有害な物質

674

８
物
質

物
質

物
質

123

数
万
物
質

自主管理が困難で
有害性が高い物質

石 綿 等

発がん性が確認さ
れた物質等を特化
則に追加
※2007年以降 29

物質追加

労働災害の
８ 割 は
ここで発生

具体的な措置義務がかかって
いるのはこの範囲

 有害性の高い物質に対し、法令で具体的な措置義務を規定
 化学物質による休業４日以上の労働災害の約８割は、具体的な措置義務のない物質が原因
 これまで使っていた物質が措置義務対象に追加されると、措置義務を忌避して規制対象外の物

質に変更 → 対策不十分により労働災害発生。（規制とのいたちごっこ）

製造・使用等の禁止

特化則･有機則等による

個別具体的な措置義務
ラベル表示
SDS交付

義務

一般的措置義務
※具体的な措置基準なし

ラベル表示
SDS交付
努力義務

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
義 務

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
努力義務
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新たな化学物質規制の仕組み（自律的な管理を基軸とした仕組み）

 RA対象物を製造・取扱いする事業場は、化学物質管理者を選任しRAの実施管理等を行わせる。
 ①代替物の使用、②密閉設備・局所排気装置等の設置稼働、③作業方法の改善、④有効な呼吸用保護具の使用な

ど、必要な措置を講じてばく露低減を行う（手段を限定しない）。
 RA結果に基づき、医師等が必要と認める項目についてリスクアセスメント対象物健康診断を実施し、結果に基づ

き事後措置等を講ずる。
 ばく露の低減措置、リスクアセスメント対象物健康診断の事後措置等について関係労働者の意見を聴く機会を設

け、掲示・書面交付等で労働者に周知し、記録を3年間保存する。また、同措置について、衛生委員会で付議す
る。

 RAの記録を次のRA実施まで（ただし最低3年間）保存する。
 RAに基づく措置として保護具を使用させるとき等は、保護具着用管理責任者を選任し、職務を行わせる。
 がん原性物質の製造・取扱いについて、作業の記録を作成し、30年間保存する。

GHS分類で危険性・有害性に該当しない物質

GHS分類で
危険性・有害性がある物質

許容濃度又は
ばく露限界値が示されている

危険・有害な物質

製造・使用等の禁止

特化則･有機則等による

個別具体的な
措置義務

一般的措置義務
※具体的な

措置基準なし

674
物質
▼

約900
物質
▼

順次追加

８
物
質

物
質

123

数
万
物
質

自主管理が困難で
有害性が高い物質

石 綿 等

ばく露の程度を
最小限度にする義務

ばく露の程度を

最小限度にする努力義務

濃度基準値設定物質
ばく露の程度を

基準以下にする義務

廃止を検討

ラベル表示
SDS交付

義務

ラベル表示
SDS交付
努力義務

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
義 務

ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ
努力義務



■ 保護具着用管理責任者の要件（安衛則第12条の６他、各特別則）

●保護具の管理に関する教育受講者
など知識及び経験を有する者から選任する。
次に掲げる者であっても教育を受講することが望ましい。
次に掲げる者を選任できない場合は、教育を受講した者を選任す

る。
① 化学物質管理専門家の要件に該当する者
② 作業環境管理専門家の要件に該当する者
③ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④ 第１種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
⑤ 作業に応じ特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛の作業主任者技能講習を修了

した者
⑥ 安全衛生推進者の選任に関する基準に該当する者（昭和 63 年労働省告示第 80 号）

保護具着用管理責任者教育
などの名称で開催されています。

■ 化学物質管理者の要件（安衛則第12条の5 ）

ＲＡ対象物
製造事業場

● 化学物質管理者講習修了者
または同等以上の能力を有する者から選任する

①令和6年4月1日以前に講習を受講した者
②労働衛生コンサルタント（労働衛生工学）
③化学物質管理専門家の要件該当者

化学物質管理者講習
（製造事業場向け、学科2日間）

などの名称で開催されています。

ＲＡ対象物
製造事業場
以外

● 化学物質管理者講習に準ずる講習修了者
から選任することが望ましい。

化学物質管理者講習
（取扱事業場向け、学科１日間）

などの名称で開催されています。

化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任



■ 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 （安衛則第594条の2、３）
● 皮膚や眼に障害を与える恐れがある物質等の製造・取扱いの際、労働者に保護具を

使用させる義務等を規定。

■おそれが不明 ︓【努力義務】保護衣、保護手袋、履物、保護眼鏡等を使用 R5.4.1施行

■おそれが明らか︓【義 務】不浸透性の保護衣、保護手袋、履物、保護眼鏡等を使用
■おそれがないことが明らか︓使用義務なし R6.4.1施行

■ 職長等の教育を行うべき業種の拡大（安衛法施行令19条、安衛法第60条関係）

● 職長等への教育が必要な業種を拡大。
食料品製造業の全て、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業を対象に追加。 R5.4.1施行

■ 雇入れ時等教育の拡充（安衛則第35条）

● 雇入れ時等の教育について一部業種に認めていた教育項目の省略規定を廃止し、全
業種で省略なく教育を行うこととされました。 R6.4.1施行

■ がん等の遅発性疾病の把握強化（安衛則第97条の２）
●１年以内に２人以上の労働者が同種のがんに罹患したときは、業務起因性について医

師に意見を聴く R5.4.1施行

● 業務起因が疑われるときは所轄労働局長に報告する

その他の改正点



■ SDS通知方法の柔軟化（安衛則第24条の15①,③、34 条の２の３）

● SDSの通知を、文書以外の方法でも行える（相手方の承諾不要）
磁気・光ディスク等の記録媒体の交付、FAX・電子メール送信、ホームページの
アドレス、二次元コード等を伝達し、閲覧を求める

R5.4.1施行

■ ｢人体に及ぼす作用｣の定期確認及び更新（安衛則第24 条の15②,③、34 条の2 の5②,③）
● SDS の通知事項のうち、｢人体に及ぼす作用｣について、5年以内ごとに1回、記載内

容の変更の要否を確認し、必要な場合には変更、通知等を行う。 R5.4.1施行

■ SDS 通知事項の追加・含有量表示の適正化（安衛則第24 条の15①、34 条の2 の4、34 条の2 の6）

● SDSの通知事項に「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を追加
● SDSの通知事項「成分の含有量」について、重量パーセントの記載が必要に

※営業上の秘密に該当する場合の例外規定あり
R6.4.1施行

■ 事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化（安衛則第33 条の2）
● ラベル表示対象物を事業場内で別容器等で保管する際、内容物の名称と人体に及ぼ

す作用を明示する R5.4.1施行

■ 注文者が措置を講じなければならない設備の範囲の拡大（安衛法施行令第9 条の３）

● SDS交付対象物の製造・取扱設備及びその付属設備の改造、修理、清掃等の仕事の
注文者は、請負人に化学物質の危険性・有害性等を文書を交付する R5.4.1施行

その他の改正点（SDS、情報通知等関係）



■ 特殊健康診断の実施頻度の緩和（特化則第 39 条④、有機則第 29 条⑥、鉛則第53 条④、四鉛則第22 条④）

● 作業環境管理やばく露防止対策が適切に実施されている場合は、特化則、有機則、鉛則、四鉛則の
特殊健康診断の実施頻度を6 月以内ごとに1 回から、1 年以内ごとに1 回に緩和できる。（事業者
が労働者ごとに判断する。監督署への届出等不要）

● 直近３回の作業環境測定結果が第１管理区分、直近３回の特殊健康診断結果に異常所見がない、作
業方法の変更がないなどのことが要件。

R5.4.1施行

■ 管理水準良好事業場の特別則適用除外（特化則第2 条の３、有機則第4 条の２、鉛則第3 条の２、粉じん則第3 条の２）

● 化学物質管理の水準が一定以上であると所轄労働局長が認定した事業場について、特化則、有機則、
鉛則、粉じん則の個別規制の適用を除外し、リスクアセスメントに基づく自主管理によることがで
きる。

（ 専属の化学物質管理専門家によるリスクアセスメントの実施管理等の状況、過去３年間の、化学物質等による労
働災害・作業環境測定結果・特殊健康診断結果・化学物質管理専門家の評価・法令違反の状況などを評価して認
定される。）

R5.4.1施行

■ 第三管理区分事業場の措置強化（特化則第36 条の３の２、有機則第28 条の３の２、鉛則第52 条の３の２、粉じん則第26 条の３の２）

● 特化則、有機則、鉛則、粉じん則に基づく作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された場合は、
改善措置を講じて、第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければなりません。

● これができない場合等には、外部の作業環境管理専門家の意見に基づいて改善を行い、なお改善困
難な場合には、呼吸用保護具によるばく露防止対策徹底を行うこととされました。

R6.4.1施行

■ 化学物質労災発生事業場等への監督署長指示（安衛則第34条の２の10）
● 化学物質による労働災害の発生またはおそれがある事業場で、管理が適切に行われていない疑いが

あるときは、労働基準監督署長が改善すべき旨を指示できる。
● 指示を受けた事業者は、化学物質管理専門家（外部の者が望ましい）から助言等を受け、１月以内

に改善計画を作成し、措置の実施、労働基準監督署長への報告、改善措置の記録作成及び3 年間保
存をする。

R6.4.1施行

その他の改正点（規制緩和・適用除外・措置強化等）



        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

3 4 8
食 料 品 製 造 業
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 2 3
金 属 製 品
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 1
そ の 他 2 2 5

3 2 (1) 6 (1)
 土 木 工 事 業

建 築 工 事 業 3 2 (1) 6 (1)
そ の 他

1 3 10 (3)
3 (2) 2 (1) 4 (2)

 卸 売 業 1 2
小 売 業 2 (1) 1 (1) 2 (2)
そ の 他 1 (1)

1 2 4
1 2 (1) 3 (1)

12 (2) 15 (3) 35 (7)合 計

製 造 業

建 設 業

陸 上 貨 物 運 送 事 業
商 業

清 掃 ・ と 畜 業
上 記 以 外 の 事 業

愛知労働局管内死亡災害発生状況 ( 令和6年6月10日 現在の速報値)

        　                年    別
  業   種

令和6年速報値 令和5年同時期(速報値) 令和5年確定値
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発生日時 事故の型/起因物 災害発生状況・原因

R6.5.9.

14:30

墜落･転落 工場に高さ約12ｍの仮設の門型クレーンを搬入するにあたり、高さ約9ｍの工場の屋
根に同クレーンが干渉しないよう一時的に設けた開口部について、災害発生当日午
後、被災者ほか4名が上記の関連作業として開口部周囲にベニヤ板を設ける作業を
行っていた際に、同日14時30分、被災者がFRP製の窓明かりを踏み抜いて墜落し、
死亡した。

屋根・はり・もや・け
2024

建築工事業（木建以外）9名以下 40代 0年タイル工 経
験

事業場
規模

業
種

R6.5.13.

10:45

墜落･転落 建築工事現場内において、エレベーター設置工事を行っていた。搬器の枠組みに足
場板をかけて作業床としていた。当該床は高さ23メートルに位置していた。被災者
が、当該床上でさび止め等の作業を行っていたところ、当該床の固定器具が一部外
れたことにより、当該床が傾き、被災者が地上まで落下した。病院に搬送され、死亡
が確認された。

作業床・歩み板
2024

▶

建築工事業（木建以外）9名以下 50代 30年昇降機工 経
験

事業場
規模

業
種

R6.5.14.

16:00

墜落･転落 　瓦屋根の更新にかかる見積もりのため、はしごを用いて屋根に登ろうと一段目に足
をかけたところ、はしごから転落したもの。
　被災直後、被災者に意識はあったものの、その後死亡に至ったもの。はしご等

2024

▶

建築工事業（木建以外）9名以下 60代 20年その他の職種 経
験

事業場
規模

業
種

R6.5.15.

12:15

墜落･転落 派遣先である工場の敷地外河川敷にて草刈り作業中に堤防から滑落し、河で仰向
けに浮かんでいるところを発見された。

地山・岩石
2024

▶

一般機械器具製造業9名以下 70代 6年派遣労働者 経
験

事業場
規模

業
種

R06-06-10 出力 1/1 ページ



死傷 死亡 死傷 死亡 増減数 増減率

22 14 +8 +57.1% 

食 料 品 製 造 業 3 5 -2 -40.0% 

繊 維 工 業 2 +2 －　　

鉄 鋼 業 2 3 -1 -33.3% 

金 属 製 品 3 1 +2 +200.0% 

一 般 機 械 器 具 2 3 -1 -33.3% 

輸 送 機 械 製 造 5 1 +4 +400.0% 

上 記 以 外 の 製 造 業 5 1 +4 +400.0% 

2 6 -4 -66.7% 

土 木 工 事 業 0 －　　

建 築 工 事 業 2 4 -2 -50.0% 

そ の 他 の 建 設 業 2 -2 -100.0% 

2 4 -2 -50.0% 

9 11 -2 -18.2% 

新 聞 販 売 2 -2 -100.0% 

そ の 他 の 小 売 業 9 9 0 0.0% 

1 +1 －　　

5 4 +1 +25.0% 

2 2 0 0.0% 

1 2 -1 -50.0% 

11 7 +4 +57.1% 

55 0 50 0 +5 +10.0% 合 計

※　死亡者数は内数

飲 食 店

清 掃 ・ と 畜 業

上 記 以 外 の 事 業

通 信 業

社 会 福 祉 施 設

 

陸 上 貨 物 運 送 事 業

小 売 業

建 設 業

令和6年　西尾支署業種別労働災害発生状況
令和6年5月末現在

        　         　　 　　 年    別
  業   種 令和6年 令和5年 増　　減

製 造 業



5 22 14 土 石 採 取 業

食 料 品 製 造 業 1 3 5 建 設 業 2 6

繊維工業・繊維製品製造業 2 道 路 旅 客 運 送 業

木材木製品・木製家具製造業 道 路 貨 物 運 送 業 2 4

紙加工品製造業・印刷製本業 陸 上 貨 物 取 扱 業

化 学 工 業 3 1 商 業 4 10 13

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 1 金 融 ・ 広 告 業

鉄鋼業 ・ 非鉄金属製造業 1 3 3 保 健 衛 生 業 2 6 5

金属製品、金属家具製造業 1 3 1 接 客 娯 楽 業 2 5 2

一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 3 清 掃 業 1 2

電 気 機 械 器 具 製 造 業 ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 2 5 1 そ の 他 の 事 業 3 7 4

そ の 他 の 製 造 業 合　　　計 16 55 50

製
　
　
　
造
　
　
　
業

小　　　　　計

（　　）内は死亡者数を外数で表す。

（令和6年5月末現在）岡崎労働基準監督署西尾支署管内労働災害発生状況

業　　　種
6 年 5 月
受 付 件 数

6 年
発 生 件 数

5 年
同 期

業　　　　種
6 年 5 月
受 付 件 数

6 年
発 生 件 数

5 年
同 期
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